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大津市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。  

 平成28年11月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第94号 

大津市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

大津市役所支所設置条例の一部を改正する条例（平成28年条例第80号）の施行期日は、平成28年11月21日と

する。 

 

 

大津市財務規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年11月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第95号 

   大津市財務規則の一部を改正する規則 

 大津市財務規則（平成９年規則第73号）の一部を次のように改正する。 

 第46条第１項中「するとともに、」を「し、並びに歳入所管課長が当該」に、「当該歳入所管課長に通知」を

「確認することができるように」に改める。 

 第47条第１項中「旨の通知を受けた」を「ことを確認した」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市民病院の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年11月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第96号 

   大津市民病院の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市民病院の管理運営に関する規則（昭和42年規則第29号）の一部を次のように改正する。 

別表第５第２項の表内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下腎部分切除術の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

  平成28年11月１日 

   大津市教育委員会 

教 育 委 員 会 規 則 
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                         教育長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第27号 

大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成28年条例第87号）の施行期日は、平

成28年11月21日とする。 


